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皆様方には、平成最後の新年を健やかにお迎えの事とお慶び申し上げます。 

「シニア大学北浦和校 10 期」も次年度は学友会 2 年、校友会 8年なります。シニア大学入学以来通年

で 10 年を迎える事になります。 

高齢者の社会参加と、社会貢献、仲間づくりと健康増進を目的にしたシニア大学に入学して、皆さん

とご一緒に活動して来て、有意義な人生を送っていると思っています。 

私共高齢者にとっては、「元気で長生き」が一番大事なことであり、体力の維持と認知症予防にはある

程度の頑張りが必要かと思っています。 

「10 期校友会」が今後も組織を維持して行くには、皆さんのご協力と、会長としての情報提供発信、

班長さんの班員への伝達が重要な役割を持っていると思っています。 

そしてお互いに思いやりの気持ちを持ち、協力し合い、楽しい校友会が維持されて行かれる事を期待し

ています。 

★12 月 14 日の第 3 回 10 期理事会の協議内容及びお知らせを掲載します。 

１、北協の活動現況について：11/26 の北協演芸会には 10期より「合唱」で 24 名の出演のご協力、

北協ボウリング大会には 10 期より 2 チーム 8 人の参加協力を頂きました。 

（現在 10 期では北協４つの行事、特養老人ホーム慰問、さいたま国際マラソンボランティア、連合会演芸

会・作品展、さいたマーチには希望者がなく、参加を辞退しています。） 

尚、現在北協から次年度連合会会長順番で会長選出を協議中です。 

２、連合会及び北協他期からの催しもののお誘いが 1２件あり、のべ約 150 人程の 10 期からの参加

希望者があり好評でした。北協会員としてのメリットと思っています。 

３、10 期校友会理事会は、会則で班長・クラブ部長で構成されています。クラブの中には会員でない

人も入っている同好会クラブもありますが、理事に参加するか否かはクラブ部長の判断に任せる旨

の池田会長の方針です。但し、校友会があってのクラブである事をお互いに認識すべきで、会員で

ない部長は理事になれません。 

★今後の日程について 

1、10 期新年会：1 月 18 日（金）12:00～14:00  木曽路大宮店 43 名参加申し込み。 

   ＊17日（木）17:00 以後のキャンセルは会費を頂きますのでご了承下さい。 

２、次年度会員・班長・副班長名簿を 1 月末日までに池田までお願いします。 

３、埼玉会館での連合会作品展に 2/16 飾り付、2/19 搬出に 10 期から 5 人ずつ手伝います。 

４、3 月の月曜日が「お元気倶楽部支援ボランティア」の当番が 10期になります。 

５、会計監査：3月 6日（水）13:00～13:30 パルコ 10階「第 12 集会室」  

６、新・現合同理事会：3 月 6 日（水）13:30～     〃 

    ＊ 次年度 10期校友会会費 2,000円を集金しますので、班長さんお願いします。 

７、全員集会・定例総会：3 月 27 日（水）13:30～  パルコ 10 階「第 13 集会室」 

８、1月 24 日（木）「演奏会」6 名、3 月 1日（金）「クラシックコンサート」１１名の整理券は 1 月

９日の北協理事会で受け取る予定ですので、新年会時にお渡し予定でいます。 

９、「北浦和１０期」で検索の「１０期ホームページ」が、この度バージョンを北協 HPや他の期と同じ

に変更しました。画面が広くなり、今までアンダーライン部をクリックで詳細画面になりましたが、 

  現在はアンダーラインはなく、文字にマウスを当て「手のマーク」が出たときに代わります。 

１０、ホームページは、班長さんの班員への伝達と共に、情報の共有化に役立ちます。 


